
◎食品安全基本法 
（平成一五年五月二三日法律第四八号）   

一、提案理由（平成一四年三月一九日・衆議院内閣委員会） 

○谷垣国務大臣 ただいま議題となりました食品安全基本法案につきまして、その提案

の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国においては、経済社会の発展に伴い国民の食生活が豊かになる一方、食品に関

する科学技術の発展、食品流通の広域化、国際化が進展するなど、我が国の食生活を取

り巻く環境は、近年大きく変化しております。このような変化を背景として、一昨年の

牛海綿状脳症の発生を初めとして、昨年の外国産野菜における農薬の残留や国内におけ

る無登録農薬の使用など、食品の安全にかかわる問題が相次いで発生し、食品の安全性

の確保に対する国民の関心は、従来にも増して高まっております。 

 このような情勢の変化に適確に対応するためには、最終的に消費される食品の安全性

を確保するだけでなく、第一次生産にさかのぼって必要な措置が講じられるようにする

とともに、食品を通じた健康への影響の科学的評価を中心とする科学的手法により国民

の健康への悪影響を防止し、または抑制することを食品の安全性の確保に関する基本原

則として打ち立て、国民の健康保護を最優先にする新たな食品安全行政の体制を確立す

ることが喫緊の課題となっております。 

 本法案は、このような認識に立って、基本理念とこれに基づく基本的な施策の枠組み

を新たに構築することにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進するこ

とを目的とするものであります。 

 次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。 

 第一に、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重

要であるという基本的認識、食品の生産から販売に至る供給行程の各段階における適切

な措置、国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて措置を講じ

ることによる国民の健康への悪影響の未然防止の三つを定めるとともに、国、地方公共

団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにしております。 

 第二に、食品の安全性の確保に関する施策の策定に係る基本的な方針として、食品健

康影響評価の実施、その結果に基づいた施策の策定、関係者相互間の情報及び意見の交

換の促進、重大な食品事故等緊急の事態への対処に関する体制の整備、関係行政機関の

相互の密接な連携等について規定するとともに、これらにより講じられる措置について、

その具体的な実施に関する基本的事項を定めて公表することとしております。 

 第三に、内閣府に学識経験者による合議制の機関として食品安全委員会を設置し、食

品健康影響評価及びこれに基づく勧告を行うこと、委員は両議院の同意を得て内閣総理

大臣が任命することなどについて規定しております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 



二、衆議院内閣委員長報告（平成一五年四月二二日） 

○佐々木秀典君 ただいま議題となりました食品安全基本法案につきまして、内閣委員

会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化

に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関する施策を総合的

に推進するため、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団

体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定

に係る基本的な方針を定めようとするものであります。 

 本案は、去る三月十三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に

付託されました。 

 本委員会におきましては、三月十九日谷垣国務大臣から提案理由の説明を聴取し、四

月二日から質疑に入り、同月九日には参考人から意見を聴取し、同月十六日には厚生労

働委員会及び農林水産委員会と連合審査会を開催いたしました。 

 去る十八日質疑を行い、質疑終了後、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラ

ブ、公明党、自由党及び保守新党の各派共同提案に係る修正案並びに日本共産党提案に

係る修正案が提出され、両修正案についてそれぞれ提出者からその趣旨の説明を聴取い

たしました。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、日本共産党提案に係る修正案は賛成

少数をもって否決され、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守

新党の各派共同提案に係る修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもっ

て可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一五年四月一八日） 

○中沢委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、保守新党を

代表して、食品安全基本法案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。 

 食品安全基本法案は、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進するため、食

品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業

者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針

を定めようとするものでありますが、以下の点について、さらに充実させる必要がある

と考えます。 

 まず、法案では、その第四条において、農林水産物の生産から食品の販売に至る流れ

を一連の食品供給の行程としてとらえるとともに、この中のあらゆる要素が食品の安全

性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、食品の安全性の確保のための措置がこの

行程の各段階において適切に講じられることを求めております。 

 我が国の国民が食する食料の少なからぬ量が輸入であり、また、ＢＳＥの発生原因が



海外からの輸入肉骨粉である可能性が否定できないことなどから、国産・輸入品を問わ

ず、安全性の確保措置が適切にとられるということを明らかにする必要があると考えま

す。 

 また、今回、食品安全の分野にリスク分析手法の考え方を導入し、リスク評価を行う

食品安全委員会を新たに設置することとしておりますが、リスク管理については、厚生

労働省と農林水産省が担当することとなっており、縦割りの弊害の解消が十分になされ

るかどうかなど、法律の施行の状況について適宜検討を加え、所要の措置を講じていく

必要があると考えています。 

 こうしたことから、基本法案をより実のあるものとし、国民に対し安全で安心な食品

等の供給がされるよう、修正案を提出した次第であります。 

 修正案は、お手元に配付したとおりでございます。 

 以下、その概要を申し上げます。 

 第一点は、食品供給行程の各段階における適切な措置について規定する第四条等につ

いて、「食品供給の行程」を「国の内外における食品供給の行程」に改め、国産・輸入

品を問わず、安全性の確保措置が適切にとられるべきことを法文に明記することとして

おります。 

 第二点は、政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その

他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとする規定を附

則に新たに設けることとしております。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようにお願いを申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年四月一八日） 

 政府は、本法施行に当たり、食品の安全性の確保に万全を期するよう、特に次の諸点

につき適切な措置を講ずべきである。 

一 いわゆるリスクコミュニケーションの実施に当たっては、施策の策定の基礎となる

資料についても幅広く公表し、関係者相互間の情報及び意見の交換が建設的に行われ

ることとなるよう、十分に配慮するものとすること。 

二 いわゆるトレーサビリティ・システムについて、食品の生産・流通の実態を踏まえ

つつ、技術的、経済的等の観点から、調査・研究を進めるとともに、食品の生産・流

通過程の追跡・遡及ができるよう、その推進を図るものとすること。 

三 食品の安全性の確保に関する規制については、より効率的かつ実効性のある規制と

するよう努めること。 

四 食品安全委員会は、運営の透明性の確保や国民への情報提供の観点から、会議を原

則として公開とするとともに、業務の実施状況に関し機動的かつ柔軟に報告書等を取

りまとめ、公表するものとすること。 



五 食品安全委員会に設置される予定の企画及びリスクコミュニケーションに関する専

門調査会には、消費者の意見を代表する者が参加できるようにすること。 

六 食品安全委員会が行う食品健康影響評価に係る年間計画の作成に当たっては、消費

者、食品関連事業者等の意見に十分配慮すること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一四年五月一六日） 

○小川敏夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進するため、食品の安全

性の確保に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに

消費者の役割を明らかにするとともに、食品の安全性の確保に関する施策の策定に係る

基本的な方針を定め、かつ、内閣府に食品安全委員会を設置しようとするものでありま

す。 

 なお、衆議院におきましては、「食品供給の行程」を「国の内外における食品供給の

行程」に改めるとともに、附則に検討条項を加える修正が行われております。 

 委員会におきましては、谷垣国務大臣等に対して質疑を行い、また、四名の参考人か

ら意見を聴取したほか、厚生労働、農林水産の両委員会との連合審査会を行い、坂口厚

生労働大臣、亀井農林水産大臣等に対しても質疑を行うなど、慎重な審議を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、リスク評価とリスク管理の分離の在り方と食品安

全委員会の独立性の確保、食品安全における消費者の役割、研究者の育成と海外の学識

経験者の活用、いわゆる食育の重要性、食品安全委員会と他の機関との連携や情報収集

体制、海洋の汚染と水産物の安全性、添加物や残留農薬の基準設定の在り方等でありま

すが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し八項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年五月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、食品の安全性の確保に万全を期するために、次の

諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。 

一、国の内外における一連の食品供給の行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影

響を及ぼすことにかんがみ、特に食料の輸入に当たっては検査に万全を期するととも

に、我が国への食料の輸出国における食品の安全が確立されるよう、国際的な協力を

推進すること。 

二、人の健康への悪影響が及ぶことを防止し抑制する必要がある場合には、科学的知見

の確立が十分でない段階でも、国民の健康の保護が最も重要であるとの基本認識を踏

まえて、食品の安全性の確保に関する必要な措置が機動的に実施できるようにするこ



と。 

三、いわゆるリスクコミュニケーションの実施に当たっては、施策の策定の基礎となる

資料についても幅広く公表し、関係者相互間、特に食品関連事業者と消費者間の情報

及び意見の交換が適切になされるよう、十分に配慮すること。 

四、リスク評価の体制整備に当たっては、国内におけるリスク評価の専門家の養成に努

めるとともに、調査の委託や専門的知見の収集について必要がある場合には海外の学

識経験者の活用を図ること。 

五、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては環境に及ぼす影響に配慮する

とともに、食料の生産については自然環境との調和に十分留意すること。 

六、食品安全委員会は、運営の透明性の確保や国民への情報提供の観点から、会議を原

則として公開とするとともに、業務の実施状況に関し機動的かつ柔軟に報告書等を取

りまとめ、公表すること。 

七、食品安全委員会に設置が予定される企画及びリスクコミュニケーションに関する専

門調査会には、消費者の意見を代表する者が参加できるようにするとともに、同委員

会が行う食品健康影響評価に係る年間計画の策定に当たっては、消費者、食品関連事

業者等の意見に十分配慮すること。 

八、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした本法の制定

の趣旨を踏まえ、コーデックス委員会への対応の在り方について十分検討すること。 

 右決議する。 


